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告
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青
森
県
告
示
第
五
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
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日

青
森
県
知
事
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告
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第
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八
号

生
活
保
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昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
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第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
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青
森
県
知
事
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森
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告
示
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五
十
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生
活
保
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(

昭
和
二
十
五
年
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十
四
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五
十
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指
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市
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一
丁
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弘
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桜
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成
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定
医
療
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
十
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号)

第
八
条
第
二
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項

(

同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
十
六
年
三
月
五
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
一
種
漁
業

二

操
業
区
域

下
北
郡
尻
屋
崎
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
亀
田
郡
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ

直
線
の
中
点
か
ら
正
東
の
線
以
南
、
東
経
百
四
十
二
度
三
十
分
の
線
以
西
の
太
平
洋
に
お
け
る

青
森
県
沖
合
海
域

三

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

十
隻

青
森
県
告
示
第
六
十
一
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
一
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
新
町
二
二
の
三
プ
ラ
ス
二
二
の
四
プ
ラ
ス
二
一
の
三
か
ら
二
〇

の
一
一
ま
で
、
同
字
中
島
四
の
一
か
ら
四
の
二
ま
で
、
同
字
湊
村
一
九
二
か
ら
一
九
五
の
一
ま

で
、
同
字
湯
坂
下
一
〇
四
の
六
六
、
同
字
八
幡
湯
坂
二
の
一
六
四
及
び
二
の
七
一
、
同
字
涌
舘

五
二
の
一
二
か
ら
五
二
の
二
ま
で
及
び
同
字
孫
次
郎
間
一
七
の
一
か
ら
一
六
の
三
に
至
る
地
先

公
有
水
面

２

区
域

Ⅰ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
④
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
①
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
結
ぶ
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ

ラ
ス
〇
・
六
八
八
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
一
九
六
・
八
一
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
〇
二
・
二
九
一

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
一
九
七
・
七
七
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
〇
一
・
三
四
三

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
七
〇
・
七
一
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
七
五
・
一
一
九
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④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
六
九
・
七
六
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
七
六
・
〇
五
九

Ⅱ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
⑤
の
地
点
か
ら
⑳
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
⑤
の
地
点
と
⑳
の
地
点
と
を
結
ぶ
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ

ラ
ス
〇
・
六
八
八
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
七
四
・
四
八
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
八
〇
・
〇
二
一

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
七
六
・
四
一
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
七
八
・
四
一
〇

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
八
七
・
二
四
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
八
二
・
〇
三
八

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
八
七
・
二
七
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
八
一
・
九
四
三

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
三
八
七
・
九
四
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
一
五
・
六
六
七

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
三
八
七
・
八
九
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
一
五
・
八
〇
九

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
〇
七
・
七
二
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
二
二
・
四
五
四

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
三
八
・
三
九
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
二
一
・
四
〇
二

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
九
〇
・
〇
七
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
二
八
・
九
一
二

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
五
八
二
・
六
七
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
六
八
・
九
六
五

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
五
七
六
・
八
四
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
八
四
・
六
四
四

⑯
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
七
〇
・
一
五
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
七
八
二
・
一
六
三

⑰
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
七
一
八
・
一
一
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
七
五
六
・
四
七
六

⑱
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
七
七
一
・
〇
〇
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
八
二
三
・
九
三
八

⑲
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
一
三
・
九
二
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
九
二
三
・
二
四
二

⑳
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
一
二
・
三
六
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
九
二
四
・
一
六
三

Ⅲ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
�
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
�
の
地
点
と
�
の
地
点
と
を
結
ぶ
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ

ラ
ス
〇
・
六
八
八
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
三
七
・
八
六
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
四
七
七
・
一
六
三

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
四
四
・
九
〇
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
四
八
六
・
二
四
五

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
五
三
五
・
三
五
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
二
九
・
〇
二
九

Ⅳ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
�
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
�
の
地
点
と
�
の
地
点
と
を
結
ぶ
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ

ラ
ス
〇
・
六
八
八
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
二
二
・
三
二
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
八
一
・
九
〇
七

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
二
二
・
八
五
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
八
五
・
二
七
二

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
四
四
・
二
三
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
二
二
・
六
七
九

青 森 県 報������	
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� �

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
七
〇
六
・
九
五
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
六
九
・
六
八
二

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
一
六
・
五
三
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
八
三
五
・
五
三
〇

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
一
九
・
八
四
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
八
四
二
・
五
〇
三

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
二
一
・
五
五
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
八
四
一
・
六
八
九

３

面
積

Ⅰ
の
区
域

一
二
八
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

Ⅱ
の
区
域

二
、
三
二
〇
・
一
九
平
方
メ
ー
ト
ル

Ⅲ
の
区
域

二
九
七
・
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

Ⅳ
の
区
域

一
、
〇
四
四
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

三
、
七
九
一
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
新
町
二
二
の
三
プ
ラ
ス
二
二
の
四
プ
ラ
ス
二
一
の
三
か
ら
二
〇

の
一
一
ま
で
、
同
字
中
島
四
の
一
か
ら
四
の
二
ま
で
、
同
字
湊
村
一
九
二
か
ら
一
九
五
の
一
ま

で
、
同
字
湯
坂
下
一
〇
四
の
六
六
、
同
字
八
幡
湯
坂
二
の
一
六
四
及
び
二
の
七
一
、
同
字
涌
舘

五
二
の
一
二
か
ら
五
二
の
二
ま
で
及
び
同
字
孫
次
郎
間
一
七
の
一
か
ら
一
六
の
三
に
至
る
地
先

公
有
水
面

２

区
域

Ⅰ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑮
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
①
の
地
点
と
⑮
の
地
点
と
を
結
ぶ
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ

ラ
ス
〇
・
六
八
八
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
一
九
六
・
八
一
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
〇
二
・
二
九
一

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
一
九
四
・
六
八
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
〇
〇
・
一
七
八

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
〇
二
・
七
七
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
四
九
二
・
一
七
九

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
二
七
八
・
〇
四
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
六
八
・
三
〇
三

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
〇
九
・
六
二
一

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
一
二
・
三
八
三

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
三
八
・
九
五
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
一
一
・
三
七
八

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
九
二
・
八
三
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
一
九
・
二
〇
七

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
五
九
五
・
二
一
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
六
三
・
四
九
三

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
五
八
八
・
三
七
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
八
二
・
二
二
七

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
七
二
・
一
二
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
七
六
九
・
七
六
二

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
七
二
〇
・
八
〇
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
七
四
三
・
六
九
四

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
七
七
九
・
六
七
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
八
一
八
・
七
八
五

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
二
六
・
六
一
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
九
二
七
・
三
八
三

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
一
七
・
三
三
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
九
三
二
・
八
三
九

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
一
二
・
三
六
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
九
二
四
・
一
六
三

Ⅱ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
⑯
の
地
点
か
ら
⑲
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
⑯
の
地
点
と
⑲
の
地
点
と
を
結
ぶ
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ

ラ
ス
〇
・
六
八
八
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
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⑯
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
二
六
・
六
八
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
四
七
九
・
〇
六
九

⑰
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
四
三
八
・
四
七
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
四
九
四
・
二
六
二

⑱
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
五
四
〇
・
三
二
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
四
二
・
四
四
三

⑲
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
五
四
三
・
七
六
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
三
四
・
七
一
九

Ⅲ
の
区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
⑳
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線

及
び
⑳
の
地
点
と
�
の
地
点
と
を
結
ぶ
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線

(

東
京
湾
中
等
潮
位
プ

ラ
ス
〇
・
六
八
八
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定)
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

⑳
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
一
一
・
一
〇
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
七
四
・
九
六
七

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
一
三
・
二
六
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
五
八
八
・
六
四
三

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
三
六
・
五
八
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
二
九
・
四
四
〇

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
六
九
九
・
五
七
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
六
七
六
・
六
四
三

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
一
七
・
二
七
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
八
五
四
・
八
〇
二

�
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
五
六
八
二
五
・
二
七
六

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

二
七
八
五
〇
・
九
九
五

３

面
積

Ⅰ
の
区
域

一
〇
、
九
六
四
・
四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

Ⅱ
の
区
域

一
、
五
七
一
・
八
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

Ⅲ
の
区
域

四
、
五
一
二
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

一
七
、
〇
四
八
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
六
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
� �� 第2284号�� �

２ １ 図
面
番
号

国
道

道
路
の

種

類

一
〇
三
号

路
線
名

青
森
市
大
字
横
内
字
鏡
山
一
四
の
一
一
七
か
ら

青
森
市
大
字
雲
谷
字
山
吹
二
九
の
一
ま
で

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
六
一
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
一
四
三
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

六
六
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

六
六
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
四
二
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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県
道

県
道

県
道

県
道

国
道

三
�
停
車
場

竜
飛
崎
線

青
森
環
状
野

内
線

青
森
五
所
川

原
線

夏
泊
公
園
線

二
八
〇
号

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
四
枚
橋
ノ
上
一
〇
八
の
一
か
ら

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
四
枚
橋
ノ
上
九
三
の
一
ま
で

青
森
市
大
字
戸
山
字
荒
井
一
六
の
九
か
ら

青
森
市
大
字
戸
山
字
荒
井
一
七
の
一
ま
で

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
二
一
の
一
〇
か
ら

青
森
市
大
字
細
越
字
栄
山
九
の
一
ま
で

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
三
六
二
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
二
一
の
三
一
ま
で

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
八
三
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
四
五
三
ま
で

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
四
二
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
七
八
ま
で

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
七
九
の
六
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
七
五
の
五
ま
で

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
白
砂
一
九
か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
小
湊
越
一
〇
の
八
五
九
ま
で

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
二
の
二
か
ら

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
一
三
六
の
四
二
ま
で

後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
四
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
〇
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

四
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
三
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
七
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

二
七
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
〇
七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
八
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

七
九
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

九
九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

九
九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

一
五
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

二
八
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
八
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル



� �

青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
も
り
い
の
ち
の
電
話

三

代
表
者
の
氏
名

石
川

敞
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
袋
町
一
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
孤
独
と
絶
望
の
中
で
精
神
的
危
機
に
直
面
し
、
助
け
と
励
ま
し
を
求
め
て
い
る

人
々
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
電
話
相
談
員
に
よ
る
対
話
の
場
を
提
供
し
、
そ
の
人
が
自
ら
の
力
で
生
き

る
勇
気
を
見
出
し
て
い
け
る
よ
う
援
助
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

青 森 県 報������	
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
一
〇
三
号

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
六
一
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
横
内
字
亀
井
一
四
三
の
一
ま
で

平
成
��･

�･

�

青
森
市
大
字
横
内
字
鏡
山
一
四
の
一
一
七
か
ら

青
森
市
大
字
雲
谷
字
山
吹
二
九
の
一
ま
で

〃

国
道
二
八
〇
号

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
二
の
二
か
ら

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
一
三
六
の
四
二

ま
で

〃

県
道
夏
泊
公
園
線

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
白
砂
字
白
砂
一
九
か
ら

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
小
湊
越
一
〇
の
八

五
九
ま
で

〃

県
道
青
森
五
所
川
原
線

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
七
九
の
六
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
七
五
の
五
ま
で

〃

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
四
二
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
七
八
ま
で

〃

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
八
三
か
ら

青
森
市
大
字
羽
白
字
野
木
和
五
八
の
四
五
三
ま
で

〃

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
三
六
二
の
一
か
ら

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
二
一
の
三
一
ま
で

〃

県
道
青
森
環
状
野
内
線

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
二
一
の
一
〇
か
ら

青
森
市
大
字
細
越
字
栄
山
九
の
一
ま
で

〃

青
森
市
大
字
戸
山
字
荒
井
一
六
の
九
か
ら

青
森
市
大
字
戸
山
字
荒
井
一
七
の
一
ま
で

〃

県
道
三
�
停
車
場
竜
飛

崎
線

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
四
枚
橋
ノ
上
一
〇
八

の
一
か
ら

東
津
軽
郡
三
�
村
大
字
宇
鉄
字
四
枚
橋
ノ
上
九
三
の

一
ま
で

〃

� �



� �

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
三
戸
八
日
町
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
二
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

金
五
合
資
会
社

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
八
日
町
一
二

無
限
責
任
社
員

松
尾
官
平

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
九
月
十
六
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
一
九
三
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一
二
五
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

三
六
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

六
三
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

(

日
祝
祭
日
午
前
九
時)

閉
店
時
刻

午
後
十
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
十
五
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

八
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
五
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
三
戸
町
役
場

２

期
間

平
成
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
年
六
月
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
三
戸
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
六
月
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

青 森 県 報平成16年２月４日 水曜日 第2284号 �� �
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意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
下
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
下
田
町
字
中
野
平
四
〇
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

下
田
タ
ウ
ン
株
式
会
社

上
北
郡
下
田
町
字
中
下
田
一
三
五
の
二

代
表
取
締
役

横
田
稔
弘

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
下
田
町
役
場

２

期
間

平
成
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
年
六
月
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
下
田
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
六
年
六
月
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

ジ
ャ
ス
フ
ォ
ー
ト
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
一

代
表
取
締
役

本
田
進

ジ
ャ
ス
フ
ォ
ー
ト
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
二
丁
目

六代
表
取
締
役

本
田
進

平
成

��･
��･
��

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
ヤ
洋
品
店

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
城
西
一
丁
目
三

の
五
代
表
取
締
役

山
田
道
朗

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
ヤ

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
城
西
一
丁
目

三
の
五

代
表
取
締
役

山
田
道
朗

��･

�･

	

有
限
会
社
ス
ズ
ヤ

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
四
の
三
八

代
表
取
締
役

山
本
睦
子

有
限
会
社
ス
ズ
ヤ

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
四
の
三
八

代
表
取
締
役

山
本
耕
一

�	･


･

�

株
式
会
社
ブ
ル
ー
グ
ラ
ス

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

野
口
禎
一
郎

株
式
会
社
ブ
ル
ー
グ
ラ
ス

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

五
の
一

代
表
取
締
役

木
村
保

�	･

	･

��

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ
さ
き

弘
前
市
大
字
百
石
町
九

代
表
取
締
役

佐
々
木
周
平

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ
さ
き

弘
前
市
大
字
百
石
町
九

代
表
取
締
役

木
村
公
保

�	･

�･

�

株
式
会
社
コ
ッ
ク
ス

静
岡
県
浜
松
市
鍛
冶
町
三
二
〇
の
二
三

代
表
取
締
役

藤
野
武
美

株
式
会
社
コ
ッ
ク
ス

静
岡
県
浜
松
市
鍛
冶
町
三
二
〇
の
二

三代
表
取
締
役

荻
原
久
示

�	･

	･

��

株
式
会
社
三
鈴

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
一
一

の
二
代
表
取
締
役

吉
田
忠

�	･

��･

�


� �



� �

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
村
田
組

二

代
表
者
の
氏
名

村
田

稔

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
末
広
二
丁
目
四
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
三)

第
三
〇
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
一
月
二
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴

沢
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
四
日

西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小

林

雅

彦

青 森 県 報平成16年２月４日 水曜日 第2284号 ��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更
の

年

月

日

理

事

長
谷
川

廣
志

旧
住
所
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
今

須
一
五
四
の
四
二

新
住
所
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
今

須
一
五
四
の
一
一
五

平
成
��･

��･

��

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


